
ご家族様のための大切なお知らせ

※ 「一定の病気等」とは，統合失調症，そううつ病，その他の精神障害，てんかん，再発

性の失神，無自覚性の低血糖，重度の眠気の病状を呈する睡眠障害，認知症，脳卒中 等

● では

「一定の病気等」にかかっている方，聴力や運動能力（身体の障害等）

等について心配のある方，高齢等を理由に運転に不安のある方，また，

そのご家族から，運転免許の取得や更新申請が出来るかどうかの相談を

受け付けています。

自主返納をお考えの方も，

まずはお電話ください。

《お問い合わせ先》

広島県運転免許センター 安全運転相談係

受付時間 ： 午前８時３０分～午後５時（平日）

（各警察署でも受け付けています。）

☎ ０８２-２２８-０１１０【代表】

ご家族の方に… 車のキズが増えてる…

…といったことがあれば

※ 安全運転相談専用ダイヤル ＃８０８０（＃ハレバレ）

もご利用ください。受付時間：午前８時30分～午後５時（平日）


